
『社会保険の事務手続』 （令和 8 年度版） 

お詫びと訂正  
 

下記箇所に誤りがありました。お詫びして、訂正致します。 

 

 

1頁－左下段 

「◉入院時の食費・光熱水費の引き上げ」欄の最下行 

誤 「70歳以上の人が…」 

正 「65歳以上の人が…」 

 

 

 

 

 

 

 

 


